
 

 

令和６年 11 月６日 

九 州 地 方 整 備 局 

博 多 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所 

 

建設発生土の受入地を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

            

 

●募集期間 

令和６年１１月６日（水）～令和７年３月３１日（月） 

 ※募集期間終了後も建設発生土が残っている場合は、引き続き受付・選考をします。 

  また、募集期間内であっても、建設発生土が無くなり次第、受付を終了します。 

 

●応募要件 

  当方の工事現場【福岡空港】から運搬距離約５０ｋｍ以内で埋立等を予定されている 

土地を所有あるいは貸借されている方 

（国土交通省で建設発生土を運搬） 

 

●別添資料 

 建設発生土の受入地募集要項 

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 

     第二工務課長 吉仲 大輔（よしなか たいすけ） 

第一計画係長 満島 那奈美（みつしま ななみ） 

TEL：０９２－７５２－８６０５ 

 

国土交通省博多港湾･空港整備事務所においては、空港整備事業の建設工事により発生した 

残土の有効活用を図るため、発生土の受入地を募集します。 



                           別添資料 

建設発生土の受入地募集要領  

 

１．募集の趣旨 

国土交通省博多港湾・空港整備事務所においては、空港整備事業の建設工事により発生した残土の有

効活用を図るため、埋立や盛土をお考えの方の所有地を受入地として募集します。 

 

 

２．募集の内容  

当方の工事現場から運搬距離約５０ｋｍ以内に所在する土地 

 

 

３．応募要件  

（１）応募できる方 

  ①令和６年１１月６日（水）～令和７年３月３１日（月）の間で、当方の工事現場【福岡空港】

から運搬距離約５０ｋｍ以内で埋立等を予定されている土地を所有あるいは貸借されている方。

（賃貸の揚合は、所有者の同意が必須） 

 

  ②令和６年１１月６日（水）～令和７年３月３１日（月）の間で、埋立等の土地造成を予定してい

る土地を所有あるいは貸借されており、建設発生土を当現場にて受け取りに来られ運搬が可能

な方。（賃貸の揚合は、所有者の同意が必須） 

 

なお、土地所有者等土地に関する権利者は、暴力団員または暴力団員が実質的に経営を支配する

業者でないこと。 

 

 

（２）受入地の要件 

 ○埋立（盛土）土量が５，０００㎥以上を対象  

（１０ｔダンプトラック約１，０００台分相当）  

ただし、建設発生土を当現場にて受け取りに来られ運搬が可能な場合は、土量を問わない。 

  

○大型ダンプトラック（１０t車）で土砂、転石、粘性土等の混在土の搬入ができること。  

（大型ダンプトラック（１０ｔ車）搬入に必要となる車道幅員は約４ｍ） 

 

○法律、関係条例上、埋立（盛土）を行うことが可能な土地であり、関係手続きが完了あるいは  

近々に手続き完了見込み（発生土の受け入れまでに）であること。 

 

 

 



４．募集期間および必要書類  

（１）募集期間 令和６年１１月６日（水）～令和７年３月３１日（月） 

※募集終了後も建設発生土が残っている揚合は、受付・選考をしますが、募集期間内であっても建    

設発生土がなくなった時点で受付を終了致します。  

 

（２）必要書類  

○建設発生土受入申込用紙  

○土地所有者の同意書（賃貸の揚合） 

○埋立等の許可証の写し 

（申請中の場合は、申請書の写しなど。ただし、搬入開始は許可証の確認後。）    

○埋立位置を示した地図（経路、運搬距離含む） 

 

 

５．応募後の確認等  

応募いただいた受入地については、現地立会、隣接者との境界、運搬距離、土地の形状、周辺の

状況、関係法令等について調査・確認を行い、埋立（盛土）に適した条件と認められた場合は候補

地となり、当事務所にて選考させていただきます。  

また、その結果は申込者へ連絡させて頂く予定です。 

 

 

６．その他留意事項 

○建設発生土の搬入（運搬）にかかる費用は、当方の工事現場から運搬距離約５０ｋｍ以内の場    

合、運搬費用は無料です。  

○運搬距離約５０ｋｍを超える場合は、当方の工事現場まで建設発生土を受け取りにきて頂く必

要があります。（申込者にて運搬が必要です。）  

○候補地確定後、他の公共事業より建設発生土搬入の要請があった場合、公共事業への搬入を優

先するため、申込時の搬入量を保証することはできません。  

○埋立（盛土）への搬入路を確保する際に必要となる用地買収及び借地契約等は申込者にて行っ

てください。  

○搬入前の隣接者との境界確認、盛土に対する許可は申請者でお願いします。  

○国土交通省で建設発生土を運搬する場合、搬入後の建設発生土の管理は、申込者の責任におい

て行って頂きます。 

○申込者で建設発生土を運搬する場合、受取後の建設発生土の管理は、申込者の責任において行       

って頂きます。 

○搬入した土砂を営利目的に使用したり、他の箇所へ搬出したりすることはできません。 

○搬入に関しては、多数のダンプトラックが走行することになりますので、苦情等が発生しない    

ように事前に周辺住民等への周知を行って頂きます。  

○不正な利益（暴力団等の資金獲得活動等）を得る目的で、発生土の利用を行う行為は固く禁止

しています。 

  



○受入地の選定は、経済性、受入条件等により決定しますので、必ず選定されるわけではありま

せん。 

 

 

７．応募窓口及び問い合わせ先  

 

国土交通省 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 第二工務課  

〒810－0074 福岡県福岡市中央区大手門 2丁目 5－33   

TEL０９２－７５２－８６０５（直通）  担当 吉仲、満島 

 

 

 



申込日 令和  年  月  日  

建設発生土受入申込書 
 
国土交通省九州地方整備局 

博多港湾・空港整備事務所  殿 

住 所：                

氏 名：              印   

連絡先：                

 

建設発生土の受入れについて、下記のとおり申込みます。 

 

○受入地の住所・地目 

住 所  

地       目  

面       積  

搬入可能な土砂総量                      m3 

 

○許可等を受けた事業に関する事項（事業で無ければ記入不要） 

事 業 名 称  

法 令 等 の 名 称  

許 可 等 の 時 期 及 び 
許 可 等 の 番 号 

 

許可等の 区域の 位置  

許可等の 区域の 面積                       m2 

土 砂 埋 立 行 為 を 
行 う 土 地 の 面 積 

                      m2 

搬入する 土砂の 総量                       m3 

工 事 予 定 時 期 令和  年  月    日 ～ 令和  年  月  日 


